
施設の愛称
コスモスプラザ(三和地域交流センター)、
いちょうプラザ(駅西地域交流センター)、
古河はなもも体育館(中央運動公園総合体
育館)、古河公

くぼう

方公園(古河総合公園)

総和庁舎　℡92-3111
古河庁舎　℡22-5111
三和庁舎　℡76-1511
健康の駅　各課直通電話番号
古河福祉の森会館　℡48-6881～3
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と
ん
ど
寝
た
き
り
の
状
態
の
人)

※
判
定
に
よ
り
、
該
当
し
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。

申
込　
申
請
者
の
認
め
印
、
対
象
者
の

介
護
保
険
被
保
険
者
証
を
持
参
し
、
申

請
書
を
記
入
の
上
、

介
護
保
険
課
、

市
民
総
合
窓
口
課
、

市
民
総
合

窓
口
室
へ
申
し
込
み

※
「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」
は

後
日
発
行
し
ま
す
。

問　

介
護
保
険
課

℡
９
２
‐
４
９
２
１

介
護
お
む
つ
に
係
る
費
用
の

医
療
費
控
除
の
取
り
扱
い

　
所
得
税
と
住
民
税
で
介
護
お
む
つ
代

の
医
療
費
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、

医
師
の
発
行
す
る
「
お
む
つ
使
用
証
明

書
」
が
必
要
で
す
。

　
た
だ
し
、
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除

を
受
け
る
の
が
２
年
目
以
降
の
人
は
、

市
発
行
の
「
確
認
書
」
に
代
え
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

対
象　
次
の
①
～
④
全
て
に
該
当
す
る

人①
本
人
ま
た
は
扶
養
者
が
、
所
得
税
ま

た
は
住
民
税
の
課
税
対
象
者
で
あ
る
こ

と②
平
成
30
年
中
に
要
介
護
認
定
の
有
効

��
市
役
所
か
ら

各
施
設
の
臨
時
休
館
・
稼
働
停
止

■
篆て

ん

刻こ
く

美
術
館

期
日　
12
月
17
日
㈪

問　
古
河
街
角
美
術
館

℡
２
２
‐
５
９
１
１

■
古
河
街
角
美
術
館

期
間　
12
月
17
日
㈪
～
19
日
㈬

問　
古
河
街
角
美
術
館

℡
２
２
‐
５
９
１
１

■
古
河
福
祉
の
森
会
館

期
日　
12
月
22
日
㈯
・
23
日
㈰

問　

健
康
づ
く
り
課

■
三
和
庁
舎
自
動
交
付
機

期
日　
12
月
23
日
㈰
［
荒
天
翌
日
］

問　

財
産
活
用
課
、

市
民
総
合
窓

口
課
、

市
民
総
合
窓
口
室
、

市

民
税
課

■
コ
ス
モ
ス
プ
ラ
ザ

期
日　
12
月
23
日
㈰
・
24
日
㈪

問　
コ
ス
モ
ス
プ
ラ
ザ

℡
７
６
‐
１
５
１
７

■
は
な
も
も
プ
ラ
ザ

期
日　
12
月
24
日
㈪

問　
は
な
も
も
プ
ラ
ザ

℡
２
１
‐
１
２
５
５

■
中
央
運
動
公
園
温
水
プ
ー
ル

期
日　
12
月
9
日
㈰
・
21
日
㈮
～
27
日

㈭問　
中
央
運
動
公
園
温
水
プ
ー
ル

℡
９
２
‐
９
０
０
０

■
古
河
は
な
も
も
体
育
館
ア
リ
ー
ナ

期
間　
1
月
15
日
㈫
～
6
月
28
日
㈮

問　
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課(

古
河
は
な
も

も
体
育
館)

℡
９
２
‐
０
５
５
５

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
の
た

め
休
日
開
庁
し
ま
す

　
交
付
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
書
類
を

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
指
定
場
所
以
外

で
交
付
希
望
の
場
合
は
、
事
前
に
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

日
時　
１
月
12
日
㈯
８
時
30
分
～
12
時

場
所　

市
民
総
合
窓
口
室

問　

市
民
総
合
窓
口
室

保
管
期
間
経
過
に
よ
る
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
通
知
カ
ー
ド
の
廃
棄

　
市
は
、
住
民
登
録
が
あ
る
人
に
マ
イ

ナ
ン
バ
ー(

個
人
番
号)

が
記
載
さ
れ
た

通
知
カ
ー
ド
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　
受
領
さ
れ
ず
市
に
返
戻
さ
れ
た
通
知

カ
ー
ド
は
一
定
期
間
保
管
後
廃
棄
し
ま

す
の
で
、
早
め
に
お
受
け
取
り
く
だ
さ

い
。

※
受
け
取
り
方
法
等
詳
細
は
、
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

廃
棄
日　
１
月
31
日
㈭

廃
棄
対
象　
平
成
27
年
10
月
５
日
時
点

で
古
河
市
に
住
民
登
録
が
あ
っ
た
人
の

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド

※
そ
の
後
は
保
管
期
間
に
応
じ
て
順
次

廃
棄
す
る
予
定
で
す
。

※
廃
棄
後
に
通
知
カ
ー
ド
を
取
得
す
る

場
合
、
再
発
行
手
数
料(

１
通
に
つ
き

５
０
０
円)

が
か
か
り
ま
す
。

問　

市
民
総
合
窓
口
課
、

市
民

総
合
窓
口
室

ご
み
収
集
品
目
の
一
部
変
更

■
古
河
地
区

○
可
燃
ご
み
収
集
が
月
曜
日
・
水
曜

日
・
金
曜
日
の
地
区

12
月
18
日
㈫
カ
ン
→
金
物
類

12
月
25
日
㈫
金
物
類
→
カ
ン

○
可
燃
ご
み
収
集
が
火
曜
日
・
木
曜

日
・
土
曜
日
の
地
区

12
月
17
日
㈪
カ
ン
→
金
物
類

12
月
24
日
㈪
金
物
類
→
カ
ン

※
ご
み
出
し
カ
レ
ン
ダ
ー
は
変
更
済
み
。

企
画
課

９
２
‐
３
０
８
８

kikaku@
city.ibaraki-koga.lg.

jp介
護
保
険
制
度
に
よ
る

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定

　
65
歳
以
上
の
高
齢
者
で
障
が
い
の
あ

る
人
は
、
障
害
者
手
帳
等
の
交
付
を
受

け
て
い
な
い
場
合
で
も
、「
障
害
者
控

除
対
象
者
認
定
書
」
の
交
付
を
受
け
る

こ
と
で
所
得
税
と
住
民
税
の
「
障
害
者

控
除
」
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

対
象　
次
の
①
～
③
全
て
に
該
当
し
、

④
～
⑥
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
状
態
で
あ

る
場
合

①
本
人
ま
た
は
扶
養
者
が
、
所
得
税
ま

た
は
住
民
税
の
課
税
対
象
者
で
あ
る
こ

と②
平
成
30
年
中
に
要
介
護
認
定
の
有
効

期
間
が
あ
る
人

③
障
害
者
手
帳
等
の
交
付
を
受
け
て
い

な
い
人

④
認
知
症
状
を
有
す
る
人
、
ま
た
は
認

知
症
と
診
断
さ
れ
て
い
る
人

⑤
日
中
は
寝
た
り
起
き
た
り
の
生
活
を

し
て
い
て
、
介
助
な
し
に
は
外
出
で
き

な
い
人

⑥
生
活
全
般
に
介
助
が
必
要
な
人(

ほ

期
間
が
あ
る
人

③
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受
け
る

の
が
２
年
目
以
降
の
人

④
寝
た
き
り
状
態
で
、
お
む
つ
を
使
用

し
て
い
る
人

申
込　
申
請
者
の
認
め
印
、
対
象
者
の

介
護
保
険
被
保
険
者
証
を
持
参
し
、
申

請
書
を
記
入
の
上
、

介
護
保
険
課
、

市
民
総
合
窓
口
課
、

市
民
総
合

窓
口
室
へ
申
し
込
み

※
「
確
認
書
」
は
後
日
発
行
し
ま
す
。

※
内
容
に
よ
り
、
該
当
し
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
際
は
「
お
む
つ
使
用

証
明
書
」
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

問　

介
護
保
険
課

℡
９
２
‐
４
９
２
１

ひ
と
り
親
家
庭
高
等
職
業
訓
練
促

進
給
付
金
等
支
給
事
業

対
象　
次
の
①
～
⑤
全
て
に
該
当
す
る

人①
市
内
在
住
で
20
歳
未
満
の
児
童
を
養

育
す
る
ひ
と
り
親
家
庭
の
母
ま
た
は
父

②
児
童
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
人
、

ま
た
は
同
様
の
所
得
水
準
に
あ
る
人

③
養
成
機
関
で
１
年
以
上
の
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
を
修
業
し
、
対
象
資
格
の
取
得
が

見
込
ま
れ
る
人(

通
信
教
育
を
除
く)

④
就
業
ま
た
は
育
児
と
修
業
の
両
立
が

■
総
和
・
三
和
地
区

○
可
燃
ご
み
収
集
が
月
曜
日
・
水
曜

日
・
金
曜
日
の
地
区

１
月
８
日
㈫
古
着
類
→
カ
ン

問　

環
境
課

行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
の

市
民
判
定
人
を
募
集

　
市
で
は
、
事
業
の
必
要
性
や
実
施
主

体
の
あ
り
方
な
ど
に
つ
い
て
、
公
開
の

場
で
外
部
の
視
点
に
よ
る
公
平
・
客

観
的
な
評
価
を
行
う
「
行
政
事
業
レ

ビ
ュ
ー
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
市
民
判
定
人
の
皆
さ
ん
に
は
、
市
の

事
業
に
関
し
て
市
職
員
と
外
部
委
員
と

の
議
論
を
聴
き
、
事
業
の
効
果
を
判
定

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

募
集
人
数　
若
干
名

※
報
酬
は
あ
り
ま
せ
ん
。

日
時

・
事
前
説
明
会
：
１
月
20
日
㈰
13
時
30

分
～
16
時
30
分

・
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
：
２
月
３
日
㈰

９
時
～
17
時

申
込
・
問　
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号

を
記
入
の
上
、
12
月
21
日
㈮
ま
で
に
申

し
込
み

困
難
な
人

⑤
過
去
に
こ
の
給
付(

同
様
の
給
付
を

含
む)

を
受
け
た
こ
と
が
な
い
人

対
象
資
格　
看
護
師
、
介
護
福
祉
士
、

保
育
士
、
理
学
療
法
士
、
栄
養
士
、
美

容
師
な
ど
の
国
家
資
格

支
給
期
間　
修
業
中
、
３
年
を
限
度

支
給
額

・
市
民
税
非
課
税
世
帯
：
月
額
10
万
円

・
市
民
税
課
税
世
帯
：
月
額
７
万
５
０
０

円※
申
請
の
あ
っ
た
月
分
か
ら
対
象
と
な

り
、
翌
月
か
ら
支
給
を
開
始
し
ま
す
。

申
込
・
問　
事
前
相
談
の
上
、
申
し
込

み
子
ど
も
福
祉
課

ひ
と
り
親
家
庭
の
小
学
校
新
入
学

児
童
に
入
学
祝
品
を
贈
呈

　

(

福)

茨
城
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会

で
は
、
ひ
と
り
親
家
庭(

母
子
・
父
子)

の
平
成
31
年
度
小
学
校
入
学
予
定
児

に
、
入
学
祝
品(

学
用
品)

を
贈
呈
し
ま

す
。
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限　
１
月
15
日
㈫

申
込
・
問　

子
ど
も
福
祉
課


